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県
で
は
、
ヤ
フ
ー
株
式
会
社
が
運
営

す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

を
利
用
し
て
、
県
税
滞
納
者
か
ら
差
し

押
さ
え
し
た
財
産
の
売
却
を
行
う
「
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
」
を
実
施
し
て
お

り
ま
す
。

　

不
動
産
を
は
じ
め
、
自
動
車
や
貴
金

属
、
携
帯
型
ゲ
ー
ム
機
な
ど
の
多
様
な

財
産
が
公
売
の
対
象
と
な
り
、
落
札
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

青
森
県
以
外
に
も
、
全
国
の
地
方
自

治
体
か
ら
多
数
出
品
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
公
売
に

参
加
す
る
た
め
に
は
、
ヤ
フ
ー
株
式
会

社
のID

を
取
得
し
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

の
認
証
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
県
税
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
に
な
る
か
、
地
域
県
民
局
県
税
部

ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
合
せ
先

◆
問
合
せ
先

『
下
北
地
域
県
民
局
県
税
部
納
税
管

理
課
』

　

☎
２
２-

８
５
８
１

　
　
　

（
内
線
２
１
０
、
２
１
１
）

◆
日
時

◆
日
時

　

２
０
２
０
年
７
月
11
日
（
土
）

　
　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
６
時

◆
内
容

◆
内
容

　

Ｂ
型
肝
炎
被
害
対
策
東
北
弁
護
団

が
、
Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
に
つ
い
て
、
弁

護
士
に
よ
る
無
料
電
話
相
談
を
行
い

ま
す
（
通
話
料
は
か
か
り
ま
す
）
。

◆
対
象

◆
対
象

　

Ｂ
型
肝
炎
患
者
又
は
そ
の
ご
家
族

（
患
者
が
亡
く
な
っ
て
い
る
場
合
は
、

そ
の
相
続
人
）

◆
電
話
相
談
の
番
号

◆
電
話
相
談
の
番
号

　

・
０
２
２-

２
２
４-
７
６
２
２

　

・
０
２
２-

２
２
４-
７
６
２
３

予
約
不
要
で
す
。
電
話
相
談
会
日
時

に
直
接
お
電
話
下
さ
い
。

◆
無
料
電
話
相
談
会
に
つ
い
て
の
問
合

◆
無
料
電
話
相
談
会
に
つ
い
て
の
問
合

せ
先
せ
先

Ｂ
型
肝
炎
被
害
対
策
東
北
弁
護
団
事

務
局
（
小
野
寺
友
宏 

法
律
事
務
所

内
）

　

☎
０
１
２
０-

７
６-

０
１
５
２

〈
Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
と
は
？
〉

〈
Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
と
は
？
〉

　

幼
少
時
の
集
団
予
防
接
種
に
よ
り

Ｂ
型
肝
炎
に
感
染
し
た
と
認
め
ら
れ

る
患
者
に
対
し
病
態
に
応
じ
て
50
万

～
３
６
０
０
万
円
の
給
付
金
等
が
支

払
わ
れ
る
制
度
で
す
。
た
だ
し
、
給

付
を
受
け
る
た
め
に
は
、
国
を
相
手

に
訴
訟
を
し
て
証
拠
に
基
づ
き
救
済

要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
確
認
し
た

う
え
で
国
と
和
解
等
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
で
は
、
労
働
安
全
衛

生
規
則
の
一
部
改
正
及
び
安
全
衛
生

特
別
教
育
規
程
の
一
部
改
正
が
施
行

さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
に
よ

る
伐
木
等
の
業
務
に
関
す
る
特
別
教

育
修
了
者
の
方
は
、
令
和
２
年
８
月

末
日
ま
で
に
、
伐
木
等
の
業
務
特
別

教
育
補
講
（
２
時
間
30
分
）
を
受
け

な
け
れ
ば
、
同
年
９
月
よ
り
チ
ェ
ー

ン
ソ
ー
を
使
用
し
て
伐
木
等
作
業
に

就
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

◆
伐
木
等
の
業
務
特
別
教
育
補
講
の
開

◆
伐
木
等
の
業
務
特
別
教
育
補
講
の
開

催
日
時
等
詳
し
く
は

催
日
時
等
詳
し
く
は

　

青
森
県
木
材
協
同
組
合
Ｈ
Ｐ

　

（http:/
/
ao

m
o
ri-

hiba.jp

）
又
は

林
業
・
木
材
製
造
業
労
働
災
害
防
止

協
会　

青
森
県
支
部
へ

　

☎
０
１
７-

７
３
９-
８
７
６
１

　

あ
な
た
の
大
切
な
遺
言
書
を
法
務

局
が
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度

が
開
始
さ
れ
ま
す
。

　

自
筆
証
書
遺
言
書
に
つ
い
て
、
こ

れ
ま
で
は
自
宅
等
で
保
管
す
る
こ
と

し
か
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
法
務

局
で
も
保
管
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
詳
し
く
は
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
又
は
最
寄
り
の
法
務
局
ま
で
問
合

せ
願
い
ま
す
。

◆
実
施
機
関

◆
実
施
機
関

　

青
森
地
方
法
務
局
及
び
各
支
局

◆
開
始
日

◆
開
始
日

　

令
和
２
年
７
月
10
日
（
金
）
か
ら

◆
連
絡
先

◆
連
絡
先

青
森
地
方
法
務
局
む
つ
支
局
総
務
係

　

☎
０
１
７
５-

２
３-

３
２
０
２

　
　
　
　
　
　
　

（
音
声
案
内
３
番
）

　

労
働
保
険
の
年
度
更
新
手
続
き
に

つ
い
て
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
を
踏
ま
え
、
令
和
２
年

度
の
労
働
保
険
の
年
度
更
新
期
間
に

つ
い
て
、
６
月
１
日
（
月
）
～
７
月

10
日
（
金
）
か
ら
６
月
１
日
（
月
）

～
８
月
31
日
（
月
）
に
延
長
と
な
り

ま
し
た
。

　

な
お
、
申
告
手
続
き
は
、
来
庁
に

よ
る
こ
と
な
く
郵
送
、
電
子
申
請
に

よ
り
申
告
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
致
し
ま
す
。

◆
詳
細
は
青
森
労
働
局
ホ
ー
ム
ペ
―
ジ

◆
詳
細
は
青
森
労
働
局
ホ
ー
ム
ペ
―
ジ

（h
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a
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o
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）

を
参
照
願
い
ま
す
。

ま
た
は
青
森
労
働
局
総
務
部
労
働
保

険
徴
収
室
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

☎
０
１
７-

７
３
４-

４
１
４
５

　

自
家
用
車
を
他
県
ナ
ン
バ
ー
の
ま

　

自
家
用
車
を
他
県
ナ
ン
バ
ー
の
ま

ま
使
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

ま
使
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

他
県
か
ら
引
っ
越
し
て
き
て
、
そ

の
ま
ま
使
い
続
け
て
い
ま
せ
ん
か
？

車
検
証
の
住
所
や
使
用
の
本
拠
の
位

置
に
変
更
が
あ
っ
た
時
は
、
道
路
運

送
車
両
法
に
よ
り
変
更
登
録
の
手
続

き
が
必
要
で
す
。

　

県
外
ナ
ン
バ
ー
に
厳
し
い
目
を
向

け
ら
れ
て
い
る
今
、
車
検
証
を
現
在

の
住
所
に
変
更
し
、
正
し
い
ナ
ン
バ

ー
に
番
号
変
更
し
ま
し
ょ
う
。

◆
問
合
せ
先

◆
問
合
せ
先

　

東
北
運
輸
局 

青
森
運
輸
支
局

　

☎
０
５
０-

５
５
４
０-

２
０
０
８

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

『
東
北
一
斉　

Ｂ
型
肝
炎

『
東
北
一
斉　

Ｂ
型
肝
炎

訴
訟
無
料
電
話
相
談
会
』

訴
訟
無
料
電
話
相
談
会
』

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
を
使
用
し
て

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
を
使
用
し
て

伐
木
等
作
業
を
行
う
皆
様
へ

伐
木
等
作
業
を
行
う
皆
様
へ

青
森
県
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

青
森
県
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

公
売
実
施
中

公
売
実
施
中

青
森
地
方
法
務
局
か
ら

青
森
地
方
法
務
局
か
ら

遺
言
書
保
管
制
度
に
つ
い
て

遺
言
書
保
管
制
度
に
つ
い
て

労
働
保
険
の
年
度

労
働
保
険
の
年
度

更
新
期
間
に
つ
い
て

更
新
期
間
に
つ
い
て

自
動
車
の
ナ
ン
バ
ー
変
更
の

自
動
車
の
ナ
ン
バ
ー
変
更
の

手
続
き
に
つ
い
て

手
続
き
に
つ
い
て


